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第10節 推進体制（計画の進行管理） 

本計画の計画期間においては、廃棄物処理法に基づき、年度ごとのごみ処理量等の数値を定

めたごみ処理実施計画を作成し、計画的で着実な事業の推進を図ります。 

また、本計画を着実に推進していくため、各施策は第５節３のスケジュールのとおり実施すること

とし、実施状況について、第７節の指標を用いて毎年度進捗及び成果の評価を行うこととします。

当該評価内容を鎌倉市廃棄物減量化及び資源化推進審議会に報告し、目標達成に向けて必要

な取組の見直しなどの助言を受けます。 

なお、本計画は、計画期間を令和８年度（2026年度）から令和17年度（2035年度）までの

10年間としていますが、ごみ処理状況や社会状況の変化等に適切に対応するため、市民や審議

会の意見を聴きながら、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

 
 

図２－13 計画の進行管理（PDCAサイクル） 

 

  

 
点検・評価結果を基に、施

策の推進方針について見直
しを行います。 

審議会等の意見を聴き、
施策を検討 

 
各主体（市民、事業者、滞

在者及び市）により、計画に
沿ったごみ減量・資源化等施
策を推進していきます。 

 
年度毎の施策の進捗状況を公表し、

内容について外部や内部で点検・評価
します。 

各主体の役割分担を踏まえ、施策の
推進方針を立案します。 
 

施策の方針の修正等実施 

外部：生活環境整備審議会 
     廃棄物減量化及び資源化 

推進審議会 

内部：担当部署等 

市民、事業者、滞在者、 
市による施策の推進 


